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(54)【発明の名称】 内視鏡下外科手術用の支持装置

(57)【要約】
経皮的外科手術にて使用される装置１０は、カニューレ
１１と、第一の支持体２０と、第二の支持体４０とを有
している。カニューレ１１は該カニューレ１１を貫通し
て延びる通路１２を有している。通路１２は中心軸１４
を有している。第一の支持体２０がカニューレ１１と関
係しており、また、中心軸１４上に中心２２がある円形
の周縁２１を有している。第二の支持体４０は通路１２
を貫通して延びる視認要素２００を支持している。第二
の支持体４０は第一の支持体２０の円形の周縁２１の中
心２２の周りで第一の支持体２０に対して回転可能であ
る。
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【特許請求の範囲】

    【請求項１】  経皮的外科手術にて使用される装置において、

  カニューレであって、該カニューレを貫通して延びる通路を有し、該通路が中

心軸を有する前記カニューレと、

  前記カニューレと関連づけられた第一の支持体であって、円形の周縁を有し、

該周縁の中心が前記中心軸上にある、前記第一の支持体と、

  前記通路を貫通して延びる視認要素を支持する第二の支持体であって、前記中

心の周りで前記第一の支持体に対して回転可能な前記第二の支持体と、

  を備える、装置。

    【請求項２】  請求項１に記載の装置において、前記第一の支持体が、円形

のディスクを備え、該ディスクが、前記カニューレの一端部分を受け入れるべく

前記ディスクの中央領域に形成された開口部と、前記中心軸に対し横方向に広が

る円形の表面積とを有する、装置。

    【請求項３】  請求項１に記載の装置において、前記第二の支持体が、前記

視認要素が貫通して延びるところの開口部を有する本体と、前記視認要素を前記

開口部内でクランプ止めするクランプとを備える、装置。

    【請求項４】  請求項３に記載の装置において、第一のラック部材と、該第

一のラック部材に接続されたカニューレグリッパ機構と、前記第一の支持体によ

り保持された第一の手操作で回転可能なノブと、該第一のノブによって、回転可

能であり且つ前記第一のラック部材とかみ合い係合した第一の歯車部材とを更に

備え、前記ノブの回転により、前記第一の支持体が前記中心軸に対して平行な方

向に前記カニューレに対して調節されるようにする、装置。

    【請求項５】  請求項４に記載の装置において、前記第二の支持体の前記本

体を前記中心軸に対し平行な方向に向けて前記第一の支持体に対して移動する機

構を更に有する、装置。

    【請求項６】  請求項５に記載の装置において、前記機構が、前記第一の支

持体に接続された第二のラック部材と、前記第二の支持体の前記本体により保持

された第二の手操作で回転可能なノブと、前記第二のノブにより回転可能であり

且つ前記第二のラック部材とかみ合い係合した第二の歯車部材とを有し、前記第
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二の歯車部材が、前記第二の支持体の前記本体により保持され且つ前記第二のラ

ック部材とかみ合い係合しており、回転されたときに前記第二の支持体の前記本

体を前記第二のラック部材に沿って移動させるようになされている、装置。

    【請求項７】  請求項６に記載の装置において、前記第二のラック部材が、

前記中心軸の周りで回転可能なリング部材に固定状態に接続されている、装置。

    【請求項８】  請求項７に記載の装置において、前記リング部材により保持

された第三の手操作で回転可能なノブを更に有し、前記第三の手操作で回転可能

なノブが、前記第一の支持体の前記円形の周縁と係合可能な止めねじにより接続

されて、前記リング部材を前記第一の支持体に対する１つの位置に係止し得るよ

うになされている、装置。

    【請求項９】  請求項７に記載の装置において、前記第一の支持体が前記中

心軸と同心状の円形の凹部を有し、前記リング部材が該凹部内に配置されている

、装置。

    【請求項１０】  請求項７に記載の装置において、前記リング部材がその周

縁の周りに形成された溝を有し、前記第一の支持体が、該第一の支持体に対し回

転可能に前記リング部材を支持すると共に、該リング部材を前記凹部から除去す

ることを可能にし得るように前記溝内に受け入れられた複数の止め部を有してい

る、装置。

    【請求項１１】  請求項１０に記載の装置において、前記止め部の各々が、

前記リング部材に係合する止め部材と、該止め部材を前記リング部材と係合する

ように偏倚させるばねと、前記ばねにより前記止め部材に加えられる力を調節し

得るように前記第一の支持体内にねじ込まれた部分とを備えている、装置。

    【請求項１２】  請求項４に記載の装置において、前記カニューレグリッパ

機構が、機械式アームに取り付けられる支持アームの一部分であり且つ該支持ア

ームを通じて機械式アームに付与された真空圧を排出し得るよう弁を作動させる

べく前記支持アームに接続された手操作で可動の部材である、装置。

    【請求項１３】  請求項１２に記載の装置において、前記支持アームが、枢

動軸の周りで互いに対し枢動可能である第一及び第二の部分と、前記第一及び第

二の部分を選ばれた相対的な位置に係止する係止装置とを有している、装置。
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    【請求項１４】  経皮的外科手術にて使用される装置において、

  カニューレであって、該カニューレを貫通して延びる通路を有し、該通路が中

心軸を有する前記カニューレと、

  前記カニューレに接続された第一の支持体と、

  前記中心軸に沿って相対的に動き得るように前記第一の支持体及び前記カニュ

ーレを接続する機構であって、前記カニューレを把持するグリッパと、該グリッ

パに接続された接続部材と、前記接続部材及び前記グリッパ機構を前記中心軸に

沿って前記第一の支持体に対して移動させる可調節型部材とを有する前記機構と

、

  を備える、装置。

    【請求項１５】  請求項１４に記載の装置において、前記接続部材が、ラッ

ク部材を含み、前記可調節型部材が歯車部材を含む、装置。

    【請求項１６】  請求項１４に記載の装置において、前記グリッパが、前記

カニューレの外面に係合するグリッパアームを有している、装置。

    【請求項１７】  請求項１６に記載の装置において、前記グリッパアームが

該グリッパアームの間に介在させたばねによって偏倚されて分離している、装置

。

    【請求項１８】  請求項１７に記載の装置において、前記グリッパアーム及

びグリッパの作動レバーを通じて延びるピンを更に有し、該ピンが、前記アーム

の一方から突き出して離れる一端部を有し、前記グリッパの作動レバーが、前記

一端部に枢動可能に接続され、また、該レバーが、前記グリッパの作動レバーが

第一の方向に枢動されたとき、前記グリッパアームを共に移動させて前記カニュ

ーレを把持すると共に、前記作動レバーが前記第一の方向と反対の第二の方向に

枢動されたとき、前記ばねが前記グリッパアームを移動させて分離することを許

容する部分を有している、装置。

    【請求項１９】  請求項１８に記載の装置において、前記カニューレグリッ

パアームが、真空圧制御式アームの部品の相対的な動作を防止し得るように真空

圧が付与される真空圧制御式アームに取り付けられる支持アームの部分であり、

手操作で可動の部材が、前記支持アームを通じて真空圧制御式アームに付与され
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た真空圧を排出し得るよう弁を作動させるべく前記支持アームに接続されている

、装置。

    【請求項２０】  経皮的外科手術にて使用される装置において、

  カニューレであって、該カニューレを貫通して延びる通路を有し、該通路が中

心軸を有する前記カニューレと、

  前記カニューレと関連づけられた第一の支持体と、

  前記通路を貫通して延びる視認要素を支持する第二の支持体と、

  前記第一及び第二の支持体を接続する構造体であって、前記第一及び第二の支

持体を前記中心軸に沿って互いに対し位置変更すべく可動部材を含む前記構造体

と、

  を備える、装置。

    【請求項２１】  請求項２０に記載の装置において、前記可動部材が手操作

で回転可能なノブを有している、装置。

    【請求項２２】  請求項２１に記載の装置において、前記第一の支持体に接

続されたラックと、前記第二の支持体により保持され且つ前記手操作で回転可能

なノブを回転させたとき、前記ラックに対して回転し、前記第一及び第二の支持

体が前記中心軸に沿って互いに対して移動するようにする歯車とを更に備えてい

る、装置。

    【請求項２３】  請求項２１に記載の装置において、前記第一の支持体に取

り付けられたカニューレグリッパ機構を更に備えている、装置。

    【請求項２４】  請求項２３に記載の装置において、前記第二の支持体を前

記中心軸の周りで前記第一の支持体に対して回転可能に支持する機構を更に備え

ている、装置。

    【請求項２５】  請求項２４に記載の装置において、前記カニューレグリッ

パ機構が、機械式アームの部品の相対的な動作を防止すべく真空圧が付与される

真空圧制御の機械式アームに取り付けられる支持アームの一部分を備えている、

装置。

    【請求項２６】  請求項２５に記載の装置において、機械式アームに付与さ

れた真空圧を排出し得るようにされた弁を更に有し、該弁が、前記支持アームを
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通じて機械式アームに加えられた真空圧を排出し得るように前記弁を作動させる

べく前記支持アームに接続された手操作で可動な部材を含む、装置。

    【請求項２７】  経皮的外科手術にて使用される装置において、

  カニューレであって、該カニューレを貫通して延びる通路を有する前記カニュ

ーレと、

  前記カニューレを支持する機構であって、機械式アームの部品の動作を防止す

べく真空圧が付与される真空圧制御の機械式アームに取り付けられる支持アーム

を含む前記機構と、

  機械式アームに付与された真空圧を排気すべく作動可能な弁であって、前記支

持アームを通じて機械式アームに付与された真空圧を排出すべく前記弁を作動さ

せるように前記支持アームに接続された手操作で可動の部材を含む前記弁とを備

えている、装置。

    【請求項２８】  請求項２７に記載の装置において、前記支持アームが、枢

動軸の周りで互いに対し枢動可能な第一及び第二の部分と、該第一及び第二の部

分を選ばれた相対的な位置に係止する係止装置とを有している、装置。

    【請求項２９】  請求項２８に記載の装置において、前記係止装置が、前記

第一及び第二の部分にかみ合い歯を有し、該第一及び第二の部分が、前記枢動軸

の少なくとも一部分の周りで広がり且つ前記枢動軸に対して軸方向に突き出して

相互にかみ合うようにし、

  前記係止装置が、前記かみ合う歯を係合状態に保持する締結具を更に有してい

る、装置。

    【請求項３０】  請求項２９に記載の装置において、前記第一及び第二の部

分の一方がねじ付き通路を有し、前記締結具が、前記第一及び第二の部分の他方

を貫通して延び且つ前記ねじ付き通路内にねじ込まれている、装置。

    【請求項３１】  請求項２８に記載の装置において、前記支持アームが１つ

のチャンバを画成する突出部分と、該チャンバを機械式アーム内の真空圧と連通

させる接続部とを有し、前記弁が前記チャンバを排出する可動の弁部材を備えて

いる、装置。

    【請求項３２】  請求項３１に記載の装置において、前記可動の弁部材が前
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記チャンバ内に配置され、前記手操作で可動の部材が、前記可動の弁部材に接続

され且つ前記チャンバから外方に突き出している、装置。

    【請求項３３】  経皮的外科手術にて使用される装置において、

  カニューレであって、該カニューレを貫通して延びる通路を有し、該通路が中

心軸を有する前記カニューレと、

  前記カニューレを貫通して延びる視認要素を支持する支持体と、

  視認送致の位置を前記中心軸に対して横方向に調節する機構とを備えている、

装置。

    【請求項３４】  請求項３３に記載の装置において、前記機構が、前記中心

軸からずらし且つ該中心軸に対して垂直な軸の周りで視認要素を回転させる可調

節型部材を有している、装置。

    【請求項３５】  請求項３４に記載の装置において、前記可調節型部材を受

け入れる前記支持体のねじ付き穴を更に有し、前記可調節型部材の回転により、

前記視認要素の位置が変化するようにした、装置。

    【請求項３６】  請求項３４に記載の装置において、前記可調節型部材の回

転により、該可調節型部材が前記中心軸に沿って動作し、前記視認要素が前記ず

らし且つ垂直な軸の周りで回転するようにした、装置。
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【発明の詳細な説明】

      【０００１】

    【技術分野】

  本発明は、経皮的外科手術にて使用される装置に関する。

      【０００２】

    【発明の背景】

  経皮的外科手術は、外科用器具、及び典型的に、内視鏡がカニューレを通して

患者の体内に挿入される、方法である。典型的に、小型のビデオカメラである視

認要素が内視鏡の一部分であり、外科医が外科的情景を見ることができるように

テレビジョンモニターに接続されている。

      【０００３】

  カニューレは中空の管である。カニューレは、切開部を通じて患者の体内に挿

入する。通常、１回に１つの器具、及び内視鏡がカニューレを通して挿入される

。カニューレは、また、外科手術中、器具及び内視鏡を身体から除去し且つ(又

は)身体内で調節することを許容する。

      【０００４】

  カニューレ及び内視鏡を支持する従来の装置は、外科医が内視鏡を動かさずに

、外科用器具を操作することを可能にする。また、既知の支持装置は、身体内の

異なる領域を見るためカニューレに対する内視鏡の位置を調節することも可能に

する。

      【０００５】

    【発明の概要】

  本発明の１つの特徴によれば、経皮的外科手術にて使用される装置は、カニュ

ーレと、第一の支持体と、第二の支持体とを有している。カニューレは、中心軸

を有している。第一の支持体はカニューレと関連づけられており、また、円形の

周縁を有し、この円形の周縁は、カニューレを貫通して延びるカニューレの中心

軸上に中心がある。第二の支持体は、通路を貫通して延びる視認要素を支持して

いる。第二の支持体は、第一の支持体及びカニューレに対し第一の支持体の円形

の周縁の中心の周りで回転可能である。
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      【０００６】

  本発明の別の特徴によれば、経皮的外科手術にて使用される装置は、カニュー

レを貫通して延びる通路を有するカニューレを備えている。該カニューレは中心

軸を有している。第一の支持体がカニューレと関連づけられている。１つの機構

が第一の支持体及びカニューレを中心軸に沿って相対的に動き得るように接続す

る。該機構は、カニューレを把持するグリッパと、該グリッパに接続された接続

部材と、接続部材及びグリッパ機構を第一の支持体に対し中心軸に沿って動かす

可調節型部材とを備えている。

      【０００７】

  本発明の更に別の特徴によれば、経皮的外科手術にて使用される装置は、カニ

ューレを貫通して延びる通路を有するカニューレを含む。該通路は中心軸を有し

ている。第一の支持体がカニューレと関連づけられている。第二の支持体は、通

路を貫通して延びる視認要素を支持している。第一及び第二の支持体を接続する

構造体は、第一及び第二の支持体を互いに対し上記中心軸に沿って再配置するた

めの可動部材を含む。

      【０００８】

  本発明の更に別の特徴によれば、経皮的外科手術にて使用される装置は、カニ

ューレを貫通して延びる通路を有するカニューレを含む。カニューレを支持する

機構は、真空圧制御の機械式アームに取り付けられる支持アームを有しており、

該真空圧制御の機械式アームに該機械式アームの相対的な動作を防止するため真

空圧が付与される。支持アームを通じて機械式アームに供給される真空圧を排出

し得るように弁が作動可能であり、また、手操作で可動の部材が支持アームに接

続され、弁を作動させ、支持アームを通じて機械式アームに付与された真空圧を

排出する。

      【０００９】

  本発明の更に別の特徴によれば、経皮的外科手術にて使用される装置は、カニ

ューレと、支持体と、機構とを含む。該カニューレは、カニューレを貫通して延

びる通路を有している。カニューレは中心軸を有する。支持体はカニューレを貫

通して延びる視認要素を支持している。機構は中心軸に対し直角の方向への視認
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要素の位置を調節する。

      【００１０】

  本発明の上記及びその他の特徴は、本発明の以下の説明及び添付図面を検討す

ることにより、当該技術分野の当業者に一層明らかになるであろう。

      【００１１】

    【好ましい実施の形態の説明】

  本発明の代表例として、図面には、カニューレ１１と、第一の支持体２０と、

第二の支持体４０と、第一の調節機構６０と、第二の調節機構８０と、第三の調

節機構１００とを含む、経皮的外科手術にて使用される装置１０が図示されてい

る。

      【００１２】

  カニューレ１１は、カニューレ１１を完全に貫通して延びる通路１２を有する

円筒状の金属製又はプラスチック製の管である。通路１２は中心軸１４を有する

。カニューレは、外科手術の間、切開部を通じて患者の体内に挿入される。カニ

ューレの一端部分は、「フレックスポスチャー（ＦｌｅｘＰｏｓｕｒｅ）（登録

商標名）を備えるエンディアス（Ｅｎｄｉｕｓ）（登録商標名）脊柱内視鏡シス

テム」という名称の広告に示されているように、患者の身体内で拡張可能である

。このカニューレは、また、１９９８年８月２０日付けで出願された米国特許出

願第０９／１３７，３３５号にも開示されている。

      【００１３】

  図４及び図１２に図示するように、第一の支持体２０は、カニューレ１１と関

連づけられており、また円形の周縁２１を有している。該周縁２１は、中心軸１

４上に中心２２がある。第一の支持体２０は、円形のプラットフォームすなわち

ディスク２４を備えており、該ディスクは、カニューレ１１の一端部分１６を受

け入れるべく、ディスク２４の中央領域に円形の開口部２６を有している。円形

の開口部２６は中心軸１４上に中心がある。カニューレ１１の一端部分１６は、

開口部２６内に容易に挿入し且つ該開口部から除去することができる。ディスク

２４は、該ディスク２４の周縁２１に隣接して配置された突出部分２０ａを有し

ている。ディスク２４は、開口部２６を取り巻く円形の上面領域２４ａを有して
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いる。

      【００１４】

  図１０に図示するように、第二の支持体４０は、カメラのヘッド部２０１と、

本明細書にて視認要素と称し、カニューレ１１の通路１２を通って下方に延びる

、カメラのヘッド部２０１とロッド及びレンズ組立体２０３を有する内視鏡２０

２とから成る視認装置２００に接続する。第二の支持体４０は、視認装置２００

が通って延びる開口部４４を有する本体４２と、視認装置２００を開口部４４内

で本体４２にクランプ止めするクランプ４６とを含んでいる。クランプ４６は、

視認装置２００を本体４２に固着するねじ付き止めねじ４８を有している。止め

ねじ４８は、手操作で回転可能なノブ４８ａと、本体４２内にねじ込まれた軸部

とを有している。回転させたとき、ねじ４８は、本体４２に対して軸方向に移動

し、ねじ４８の回転方向に依存して、視認装置２００をクランプ止めし又は解放

する。

      【００１５】

  第二の支持体４０の本体４２は、内視鏡２０２を支持する２つの伸長アーム５

１、５２を更に有している（図３）。伸長アーム５１、５２の各々は、弾性的な

止め部材すなわちボールプランジャ４００を受け入れるねじ付き穴を有している

。

      【００１６】

  図１２及び図１３に図示するように、ボールプランジャ４００は、装置１０の

別の位置に図示されている。伸長アーム５１、５２のボールプランジャを含む、

ボールプランジャ４００の各々が内部に円筒状キャビティ４０４が配置された外

ねじ付き管状本体４０２を有している。キャビティ４０４は、突起４０６及びコ

イル巻きばね４０８を収容している。伸長アーム５１、５２の２つのボールプラ

ンジャ４００の突出部４０６は、ボール（図示せず）の形態をした球状の止め部

材４２０である。ばね４０８は突出部４０８の各々を本体４０２のリップ部分４

０９に押し付ける。リップ部分４０９はキャビティ４０４の一端に配置されてい

る。図１３に図示するように、装置１０の他方のボールプランジャ４００は半球

状伸長部４２０及び肩部分４２２を有する突出部４０６を備えている。
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      【００１７】

  図１０に図示するように、内視鏡２０２は、伸長アーム５１、５２内に配置さ

れたボールプランジャ４００の球状止め部材（ボール）を受け入れるため相応す

る半球状の凹部（図示せず）を有している。ばね４０８は、伸長アーム５１、５

２の各々にてボールプランジャ４００の各々を圧縮し、球状止め部材はキャビテ

ィ４０４の各々の内方に移動し、次に、内視鏡２０２を伸長アーム５１、５２の

間に挿入したとき、反発動作して内視鏡２０２の半球状凹部内に戻る。このよう

に、視認装置２００は、伸長アーム５１、５２の間に固着されるが、伸長アーム

５１、５２のボールプランジャ４００の各々の球状止め部材の力を上廻ることに

より、取り外すことができる。

      【００１８】

  ボールプランジャ４００は、スクリュドライバのような工具に係合するためス

ロット４３２を有するヘッド部分４３０を更に含んでいる。ボールプランジャ４

００は、球状止め部材４２が伸長アーム５１、５２から離れる方向（互いの方向

に向けて）に突き出す距離を変化させ得るよう、伸長アーム５１、５２の何れか

のねじ付き穴内で螺着可能に調節することができる。この距離は、ばね４０８の

各々の剛さと共に、内視鏡２０２を伸長アーム５１、５２の間に固着する保持力

を決定する。

      【００１９】

  第一の調節機構６０は、カニューレ１１及び第一の支持体２０を中心軸１４に

沿って相対的に軸方向に調節することを可能にする。第一の調節機構６０は、第

一の歯付きラック部材６２と、第一のラック部材６２に固定状態に接続されたカ

ニューレグリッパ機構６４と、第一の支持体２０の突出部分２０ａにより回転可

能に保持された第一の手操作で調節可能な回転ノブ６６と、第一のノブ６６によ

り回転可能であり且つ第一のラック部材６２の歯６３とかみ合い係合した第一の

歯車部材６５（図７）とを有している。第一の支持体２０、特に突出部分２０ａ

は第一の歯車部材６５を回転可能に保持している（図７）。

      【００２０】

  第一のラック部材６２は、ボールプランジャ４００（図７）により第一の支持
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体２０及び突出部分２０ａ内で軸方向に摺動可能に固着されている。１つのボー

ルプランジャ４００は、第一の支持体２０の周縁２１のテーパー付きねじ付き穴

（図２）内に正接方向にねじ込まれ、もう一方は突出部分２０ａのねじ付き穴内

に正接方向にねじ込まれている。このように、半球状伸長部４２０は第一のラッ

ク部材６２の平滑部分（歯６３が存在しない）と摩擦可能に係合し且つ第一のラ

ック部材６２を第一の支持体２０及び突出部分２０ａに対して偏倚させる。この

偏倚はまた、第一のラック部材６２及び第一の歯車部材６５の係合状態を保つ（

図７）。

      【００２１】

  図５及び図１４に図示するように、カニューレグリッパ機構６４は、カニュー

レ１１の外面にクランプ作用する２つのグリッパアーム７２、７４と、アーム７

２、７４を移動させカニューレ１１の外面と係合させると共に、アーム７２、７

４をカニューレ１１との係合状態から解放する、グリッパ作動レバー７６とを有

している。

      【００２２】

  図１４に図示するように、カニューレグリッパ機構６４は、支持ピン１７７と

、コイル巻きばね１８８と、穴（図示せず）を有する座金１８９と、回り止めピ

ン１９０とを更に有している。支持ピン１７７は、ヘッド部１７９と、シャフト

１８０と、座金１８９の穴と合わさり可能な楕円形又は平坦な端部１８１とを有

している。この構造体は別のものとしてもよい。

      【００２３】

  組み立てる間、アーム７２、７４の間にコイル巻きばね１８８を介在させる。

支持ピン１７７の平坦な端部１８１を第一のクランプアーム７２の円形の穴と、

コイル巻きばね１８８のコイルと、第二のアーム７４の円形の穴と、座金１８９

の穴とを通じて挿入する。支持ピン１７７の平坦な端部１８１を、次に、レバー

７６のスロット１７６内に挿入する。回り止めピン１９０をレバー７６の穴及び

支持ピン１７７の平坦な端部１８１の穴を通じて挿入し、これにより、機構６４

を共に固着し且つレバー７６を回り止めピン１９０の周りで回転するのを許容す

る。座金１８９に隣接するレバー７６上のカム作用面１７８はアーム７２、７４
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を共に押して、レバー７６を時計回り方向（図５に図示）に回転させたとき、ア

ーム７２、７４を付勢して共にカニューレ１１を把持するようにする。レバー７

６を反時計回り方向に回すことにより、ばね１８８はアーム７２、７４を付勢し

て分離させ且つカニューレ１１をグリッパ機構６４から解放することを許容する

。

      【００２４】

  グリッパ機構６４がカニューレ１１を把持するか又はカニューレ１１から解放

されているとき、ノブ６６を回すと、ディスク２４及び該ディスク２４に取り付

けられた部品は、カニューレ１１の軸１４に沿ってカニューレ１１に対して移動

する。装置１０が最初に、カニューレ１１と一直線状になった後、視認装置２０

０を装置１０上に配置し且つノブ６６を回すことにより、カニューレの軸１４に

沿って調節することができる。

      【００２５】

  第二の調節機構８０は、第一及び第二の支持体２０、４０を中心軸１４に沿っ

て互いに軸方向に調節することを可能にする。第二の調節機構８０は、第一の支

持体２０に接続された第二の歯付きラック部材８２と、第二の支持体４０の本体

４２により回転可能に保持された第二の手操作で調節可能な回転ノブ８６と、第

二のノブ８６により回転可能で且つ第二のラック部材８２の歯８３とかみ合い係

合した第二の歯付き歯車部材８５（図８）とを有している。第二の支持体４０、

特に、本体４２は、第二の歯車部材８５を回転可能に保持している（図８）。

      【００２６】

  第二の支持体４０の本体４２は、第三の調節機構１００の部品１０２ａへの周

りに嵌まることができる切欠き４９を備えることができ、また、本体４２をディ

スク２４に隣接する軸方向位置に配置したとき、この切欠きは、本体４２の下面

がディスク２４と完全に当接することを許容する。

      【００２７】

  第二のラック部材８２は、ボールプランジャ４００により第二の支持体４０内

で軸方向に摺動可能に固着されている（図８）。ボールプランジャ４００は、第

二の支持体４０の切欠き４９の側部のねじ付き穴内に正接状態にねじ込まれてい
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る。このように、半球状の伸長体４２０は、第二のラック部材８２の平滑部分（

歯８３が存在しない）に摩擦可能に係合し且つ第二のラック部材８２を第二の支

持体４０に対して偏倚させる。この偏倚はまた、第二のラック部材８２及び第二

の歯車部材８５を係合状態に保つ。切欠き４９の両側部は、ボールプランジャ４

００を第二の支持体４０の切欠き４９のねじ付き穴内に挿入することを容易にし

得るようにテーパー付き部分４９ａ、４９ｂを有している。ノブ８６を回すと、

本体４２及び該本体に取り付けられた視認装置２００がカニューレ１１及びディ

スク２４に対し中心軸１４に沿って動くようにする。

      【００２８】

  第三の調節機構１００は、第一の支持体２０に対して中心軸１４の周りで第二

の支持体４０を円弧状に周縁方向に調節することを可能にする。第三の調節機構

１００は、第二のラック部材８２をリング部材１０４に固定可能に接続する楔形

状支持部材１０２（図４）を有している。該リング部材は、第一の支持体２０に

より回転可能に支持され且つ中心軸１４の周りで第一の支持体２０に対して回転

可能である（図１２）。

      【００２９】

  第三の調節機構は、止めねじの一部分である第三の手操作で調節可能な回転ノ

ブ１０６を更に有している。止めねじは支持部材１０２の突出部分１０２ａ内に

回転可能にねじ込まれ且つ第一の支持体２０のディスク２４の円形の周縁２１と

係合して支持部材１０２を第一の支持体２０及び中心軸１４に対する円弧状位置

に係止することができる。

      【００３０】

  図１２及び図１３に図示するように、リング部材１０４は、第一の支持体２０

の円筒状の開放端部の凹部１０５内に支持されている。凹部１０５は、中心軸１

４の周りで同心状である。リング部材１０４の周縁１０４ａは、第一の支持体２

０の複数のボールプランジャ４００（４つであり、等間隔に配置されていること

が好ましい）と係合する溝１０４ｂを有している。これらのボールプランジャ４

００の各々は同様の構造をしている。ボールプランジャ４００の各々は、第一の

支持体２０の周縁２１内に半径方向にねじ込まれて、第一の支持体２０の凹部１
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０５内に延びる半球状伸長体４２０を提供する。

      【００３１】

  このように、リング部材１０４は、第一の支持体２０の凹部１０５内に偏倚状

態で支持され且つ中心軸１４の周りで凹部１０５内で回転可能に摺動することが

できる。ボールプランジャ４００は第一の支持体２０の凹部１０５内でリング部

材１０４を作用可能に支持している。リング部材１０４は、ボールプランジャ４

００によりリング部材１０４に付与される力を上廻ることにより、部品の洗浄、

保守等のため、第二の支持体４０及び第二及び第三の調節機構８０、１００と共

に、凹部１０５から容易に取り外すことができる。ディスク２４の周縁２１を非

係合状態とし得るよう、ノブ１０６を回したとき、本体４２及び該本体に接続さ

れた部品を中心軸１４の周りで手操作で回転させることができる。これにより、

視認装置２００はカニューレ１１の軸１４の周りで回転し且つ外科医が所望に応

じて外科手術の情景の異なる部分を見ることを可能にする。

      【００３２】

  図１１に図示するように、支持アーム３００に対する第一のラック部材６２、

楔形状支持部材１０２に対する第二のラック部材８２及びリング部材１０４に対

する支持部材１０２の固定状態の接続は、リベット又はボルトのような１つ又は

より多数の適宜な金属製締結具２９０によって行なうことができる。装置１０の

全体は、十分な機械的強度及び耐久性を有する金属又はその他の適宜な任意の材

料で製造することができる。特定の部品は、外科手術の情景を見るためのＸ線及

びその他の技術を許容する材料で形成することができる（すなわち、放射線不透

過性部品とする）。その他の部品は、また電磁干渉を減少させる非磁性材料で形

成することもできる（すなわち、電磁絶縁性部品とする）。

      【００３３】

  図１５乃至図１７に図示するように、グリッパアーム７２、７４は、装置１０

を機械式ロボットアーム３０１に取り付けるための支持アーム３００の一部分で

ある。支持アーム３００は、アーム７２、７４と一体に形成されたアーム突出部

分３０２を有する。アーム７２、７４は、アーム部分３０２と一体の構造とされ

ている。
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      【００３４】

  支持アーム３００は、また、アーム部分３０３も有している。アーム部分３０

３は、機械式アーム３０１の受け具内にスナップ動作する、溝３０５を含む取り

付け構造体３０４を有している。任意の適宜な型式であり、機械式アーム３０１

にて参照番号３０６で示した止め部は、アーム部分３０３を機械式アーム３０１

の受け具内の所要位置に保持する。止め部３０６は、アーム部分３０３を機械式

アーム３０１から手操作で解放し得るように、機械式アーム３０１上の外側操作

レバー（図示せず）により制御することができる。

      【００３５】

  アーム部分３０２、３０３は、締結具３１０により互いに枢動可能に接続され

ている。締結具３１０は、アーム部分３０２の開口部３１１を通じて延びており

、アーム部分３０３のねじ付き開口部３１２内にねじ込まれる。締結具３１０を

解放させたとき、アーム部分３０２、３０３は、枢動軸３１４の周りで互いに枢

動可能である。枢動軸３１４は、締結具３１０の軸上に及びねじ付き開口部３１

２の軸上に中心がある。締結具３１０をねじ付き開口部３１２内にきつくねじ込

んだとき、アーム部分３０２、３０３は、枢動動作しないように共に固着される

。締結具を解放すると、アーム部分３０２、３０３は軸３１４の周りで互いに枢

動可能である。

      【００３６】

  アーム部分３０３に隣接するアーム部分３０２の端部は、軸３１４の周りで湾

曲した凸型面３５０を有している。アーム部分３０３は、同様に軸３１４の周り

で湾曲した凹型面３５１を有している。これらの面３５０、３５１は、アーム部

分３０３、３０２が軸３１４の周りで相対的に枢動するとき、互いに同心状に動

く。

      【００３７】

  アーム部分３０３は、軸３１４を取り巻き且つアーム部分３０２の一組みの歯

３２１に向けて軸方向に突き出す一組みの歯３２０を有している。歯３２１は、

歯３２０に向けて軸方向に突き出している。歯３２０及び歯３２１は、互いにか

み合い且つ係止動作を提供し、締結具３１０を開口部３１２内にきつくねじ込ん
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だとき、アーム部分３０２、３０３は軸３１４の周りで相対的な動作をしないよ

うに確実に係止されるようにする。歯３２０、３２１は、アーム部分３０２、３

０３が軸３１４の周りで相対的に回転するのを妨害する係止部を備えている。締

結具３１０を緩めたとき、アーム部分３０２、３０３は、軸３１４の周りで互い

に対して回転し、このため、アーム部分３０２、３０３は、互いに枢動し、装置

１０の位置を調節することができる。

      【００３８】

  円筒状の突出部３２５はアーム部分３０３に溶接されている。このように、突

出部３２５及びアーム部分３０３は共に固定状態に接続される。突出部３２５は

、軸３１４上に中心があり且つチャンバ３２８を保持している。

      【００３９】

  図１７に図示するように、チャンバ３２８は、雄型流体コネクタ３３１内の流

体通路３２９と連通している。雄型コネクタ３３１は、可撓性のホース３９２に

より機械式アーム３０１の雄型コネクタ３３３に接続し、流体通路３２９が機械

式アーム３０１内の流体通路と連通するようにする。

      【００４０】

  図１５に図示するように、チャンバ３２８は、その上端がキャップ３３５によ

り閉じられている。キャップ３３５は、軸３１４上に中心がある開口部３３６を

有している。開口部３３６はチャンバ３２８と連通している。手操作で可動の内

側弁部材３４０は、常時、開口部を閉じており且つチャンバ３２８が支持アーム

３００を取り巻く雰囲気空気と連通するのを妨害する。弁部材３４０は、同様に

、軸３１４上に中心がある軸部３４１に接続されている。軸部３４１は、軸部３

４１及び弁部材３４０をチャンバ３２８内に下方に動かすべく手で押すことので

きるノブ又は釦３４３をその端部に有している。軸部３４１及び弁部材３４０が

このように動いたとき、チャンバ３２８は、開口部３３６が妨害されないため、

装置を取り巻く雰囲気空気と連通している。

      【００４１】

  機械式アーム３０１は、既知の装置であり、全体として、米国特許第４，８６

３，１３３号に開示された型式のものである。機械式アーム３０１は、ペンシル
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ベニア州１９００６、ハンチングトンバレーの１４６４ホロコムロードのレオナ

ード・メディカル（Ｌｅｏｎａｒｄ  Ｍｅｄｉｃａｌ）インコーポレーテッドか

ら販売されている。該機械式アーム３０１は、装置１０を多岐に亙る面、方向及

び姿勢にて動かし且つ調節することを許容する、相対的に可動の部品を有してい

る。機械式アーム３０１は、アームに真空圧が加えられないとき、容易に動くこ

とを許容する。アーム３０１に真空圧が加えられたとき、アーム３０１の部品の

相対的動きは抵抗を受け、このため、装置１０を調節することは困難となる。

      【００４２】

  釦３４３を押したとき、チャンバ３２８は、その真空圧を失い、チャンバ３２

８内の圧力は大気圧に向けて上昇する。通路３２９はこの上昇圧力を機械式アー

ム３０１に連通し、このため、機械式アーム３０１の部品は移動自在となり且つ

外科医が装置１０の位置を調節することを可能にする。

      【００４３】

  従って、外科医が装置１０を使用するとき、支持アーム３００を機械式アーム

３０１の受け具内にスナップ動作され、この位置にて、支持アームは止め部３０

６により保持される。次に、外科医は、釦３４３を押し且つ外科医が装置１０を

配置することを望む位置まで機械式アーム３０１及び装置１０の部品を相対的に

動かすことができる。この位置は、カニューレ１１の他端部分が患者の体の切開

部に配置された状態にてディスク２４の開口部２６がカニューレ１１の端部分１

６と整合される位置とすることができる。視認装置２００は、装置１０に取り付

けることができ、また、外科医は、上述したように、外科的方法を行なう前に且

つ行なう間に所望に応じて調節することができる。

      【００４４】

  図１８に図示するように、装置１０は、止めねじ４８が視認装置２００を本体

４２にクランプ止めしないとき、伸長アーム５１、５２のボールプランジャ４０

０により画成された軸５０１（図１０）の周りで視認装置２００を回転させる第

４の調節機構５００を有する第二の支持体４０を含むことができる。軸５０１は

、カニューレ１１の軸１４から且つカニューレ１１の軸１４に対し垂直にずらし

てある。視認装置２００が軸５０１の周りで回転すると、内視鏡２００、ロッド
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及びレンズ組立体２０３はカニューレ１１の中心軸１４に対し垂直方向に移動す

る。この回転の結果、ロッド及びレンズ組立体２０３の位置は中心軸１４に対し

て横方向の半径方向に向けて半径方向に調節される。

      【００４５】

  ボールプランジャ４００の球状止め部材４２０及び内視鏡２０２の半球状凹部

をばね負荷式に接続することは、止めねじ４８が視認装置２００とのクランプ止

め係合状態から解放されるとき、軸５０１の周りで回転することを可能にする。

      【００４６】

  機構５００は、第二の支持体４０におけるねじ付き穴５１０と、視認装置２０

０の一部分を軸５０１の周りで移動させる可調節型部材５２０とを有している。

可調節型部材５２０は、丸味を付けた第一の端部分５２２と、ねじ付きの中間部

分５２４と、ギザギザ付きの第二の端部分５２６すなわちノブとを有している。

穴５１０は、図１８に示した角度にて第二の支持体４０の下側部分から第二の支

持体４０のクランプ４６の開口部４４まで上方に延びている。

      【００４７】

  可調節型部材５２０は、回転させ且つ穴５１０内にねじ込むことができ、また

、第一の端部分５２２が第二の支持体４０の開口部４４内に突き出す迄、回転さ

せることができる。従って、外科医が軸５０１の周りで且つカニューレ１１の軸

１４に対し半径方向にロッド及びレンズ組立体２０３を調節しようとするとき（

外科医の視野内で）、外科医は、止めねじ４８と視認装置２００との接続部を緩

め且つ第一の端部分５２２が開口部４４内に更に、又はより僅かだけ垂直方向に

延びるように、手操作でノブ５２６を回すことにより可調節型部材５２０を回転

させることができる。この調節は、クランプ４６が係合した視認装置２００の部

分を中心軸１４に沿って調節し、視認装置２００を軸５０１の周りで回転させ、

また、外科医の視野にあるレンズ２０３をカニューレ１１の軸１４に対し横方向

に動かすことになる。このことは、外科医が見ることのできる外科的情景の面積

を拡張することになる。調節が完了したとき、外科医は、止めねじ４８を締め付

け且つ視認装置２００を、装置１０の第二の支持体４０に再度、固着することが

できる。
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      【００４８】

  本発明の上記の説明から、当該技術分野の当業者は、改良、変更及び改変が案

出されよう。当該技術の範囲に属する、かかる改良、変更及び改変は、特許請求

の範囲に包含することを意図するものである。

【図面の簡単な説明】

    【図１】

  本発明を具体化する装置の概略図である。

    【図２】

  図１の線２－２に沿った概略図である。

    【図３】

  図１の装置の一部分を示す、図１の線３－３に沿った概略図である。

    【図４】

  図１の装置の一部分を示す、図１の線４－４に沿った概略図である。

    【図５】

  部品を除去した図１の線５－５に沿った概略図である。

    【図６】

  図１の線６－６に沿った概略図である。

    【図７】

  図１の装置の一部分を示す、図１の線７－７に沿った概略図である。

    【図８】

  図１の装置の一部分を示す、図１の線８－８に沿った概略図である。

    【図９】

  図１の装置の斜視図である。

    【図１０】

  図９と異なる角度から見たときの図１の装置の斜視図である。

    【図１１】

  図９及び図１０と異なる角度から見たときの図１の装置の斜視図である。

    【図１２】

  図４の略線１２－１２に沿った断面図である。
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    【図１３】

  図１２の一部分の拡大図である。

    【図１４】

  部品を除去した図５の線１４－１４に沿った概略図である。

    【図１５】

  図５に図示した部品を更に示す図である。

    【図１６】

  図５の略線１６－１６に沿った図である。

    【図１７】

  関連する既知の機械式アームを有する本発明の装置を示す概略図である。

    【図１８】

  図１の装置の一部分の別の特徴を示す概略図である。
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【図１】
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【図２】

【図３】
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【図４】

【図５】
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【図６】

【図７】
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【図８】

【図９】
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【図１０】

【図１１】
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【図１２】

【図１３】

【図１４】
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【図１５】

【図１６】
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【図１７】
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【図１８】
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【国際調査報告】
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摘要(译)

经皮手术中使用的设备10具有插管11，第一支架20和第二支架40。 套管
11具有穿过其中延伸的通道12。 通道12具有中心轴线14。 第一支撑件
20与插管11相关联并且具有圆形外围21，该圆形外围21具有在中心轴线
14上的中心22。 第二支撑件40支撑延伸穿过通道12的视觉元件200。 第
二支撑件40可相对于第一支撑件20绕第一支撑件20的圆形外围21的中心
22旋转。
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